
１ 都市計画の内容 

札幌圏都市計画下水道の変更

創成川第２中継ポンプ場及び創成川第３中継ポンプ場、並びにその放流渠を廃止する。

２ 都市計画変更の経緯・理由 

創成川第２中継ポンプ場及び創成川第３中継ポンプ場、並びにその放流渠は、創成川処

理区内から排出される汚水を創成川水再生プラザに送水するとともに、雨水を創成川に排

水するために、昭和 40年代に供用を開始した施設である。
同施設は、その後、処理区内に都市化の進展に伴う下水量の増大への対応を目的とした大

規模幹線（大深度・大口径）が整備されたことにより、中継ポンプ場として稼働する必要がな

くなり、休止施設として取り扱われてきたが、下水道整備が概成した現状において、今後の

活用が見込まれないことから、施設を廃止することとした。
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